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２０１４年１２月１６日 

「ヤンゴン日本人会」 会則付則 「会計規則」 
 
 
１. 会費の種類 
会費は法人会費及び個人会費とする。 
 
２. 会費の額 
法人会員会費 

   [日本の親会社が上場及びそれに準ずる企業] 年額: １法人当たり    ６５０米ドル（現金） 
   [その他の企業等]                     年額: １法人当たり    ３５０米ドル（現金） 
 
個人会員会費  

   [一般会員]                     年額:      成人１人当たり     60 米ドル（現金） 
   [学生会員]                     免除。 
   [法人代表]                     免除。 
   [家族会員]                     免除。     同一生計内の個人会員の配偶者。 
 
３. 会計年度及び会費の徴収方法 
会計年度は毎年 ４月１日から翌年３月３１日迄とし、５月１０日迄に年額をジャパン・クラブに一括前納するもの

とする。 
 
４. 中途入会 
入会当月から起算した月割り計算ベースでの当該年度分を、ジャパン・クラブに一括前納するものとする。支払

いの際、小数点以下の端数は切り上げとする。 
以上 

 
１９８０年４月 １日 改定   １９８２年４月 １日 改定   １９９０年４月２４日 改定   １９９１年４月２２日 改定 
１９９４年４月 １日 改定   １９９６年４月２４日 改定   １９９８年４月２４日 改定   ２００５年１０月 1０日改定 
２００８年４月 ８日 改定    ２００９年４月 ７日 改定   ２０１１年６月２８日 改定   ２０１４年３月１１日 改定 
２０１４年１２月１６日改定 
 
 


